
一 

 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
必
要
的
諮
問
事
項
）
（
下
線
部
分
が
変
更
箇
所
） 

改
正
案 

現
行 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱
な
無
線

局
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

第
六
条 

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱
な
無
線

局
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の

電
波
で
あ
つ
て
、
一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
及
び
一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
に

三
〇
〇
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
又
は
一
、
八
九
五
・
六
一
六
MHz
以
上

一
、
九
〇
二
・
五
二
八
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
、
一
、
八
九

五
・
六
一
六
MHz
及
び
一
、
八
九
五
・
六
一
六
MHz
に
一
、
七
二
八
kHz
の
整
数

倍
を
加
え
た
も
の
を
使
用
し
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ

つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及
び
用
途
に
適
合
す
る
も

の(

以
下
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
」
と
い
う
。)

 

五 

一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
MHz
以
下
の
周
波
数
で

あ
つ
て
、
一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
及
び
一
、
八
九
三
・
六
五
MHz
に
三
〇
〇

kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
を
使
用
し
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト

以
下
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波
の
型
式
及
び
用
途
に
適

合
す
る
も
の
（
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
」
と
い

う
。
） 

六
～
九 

（
略
） 
六
～
九 

（
略
） 

別
表

第
一

号
 

呼
出
符

号
又
は
呼

出
名

称
指

定
申

請
書

の
様

式
（

第
６

条
の
３

第
１

項
関
係

）
 

別
表

第
一

号
 

呼
出

符
号

又
は

呼
出

名
称

指
定

申
請

書
の

様
式

（
第

６
条

の
３

第
１

項
関
係
）
 

別添１ 



二 

 

（
表
略
）

 
（

表
略
）
 

注
１
・
２

 
（

略
）

 
注

１
・
２

 
（
略

）
 

３
 

「
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設
備

」
の

よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

「
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設
備

」
又

は

「
デ

ジ
タ

ル
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設

備
」

の
よ

う
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

別
表

第
一

号
の

二
 

呼
出

符
号
又

は
呼

出
名

称
指

定
書

の
様

式
（

第
６

条
の
３

第
２

項
関
係

）
 

別
表

第
一

号
の

二
 
呼

出
符

号
又

は
呼

出
名

称
指

定
書

の
様

式
（

第
６

条
の

３
第

２

項
関
係
）
 

（
表
略
）

 
（

表
略
）
 

注
 

「
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設
備

」
の

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

注
 

「
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設
備

」
又

は

「
デ

ジ
タ

ル
コ

ー
ド

レ
ス

電
話

の
無

線
局

に
使

用
す

る
た

め
の

無
線

設
備

」

の
よ
う
に

記
載
す

る
こ

と
。

 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第 

 

 
 
 

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た

無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 
 

 


